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５４４ ゆとりある住まいづくり

【２０１０年度の目標】

住民が、それぞれの地域で、一人ひとりの立場にあった住まい方を選択し、ゆとりと豊かさ

が実感できる住宅が安定的に供給されています。

項 目 基準年度の状況 1999年度実績 2001年度の目標

(2010年度の目標)

最低居住水準達成率 ９６．０％ ９８％

（１００．０％）

都市居住型誘導居住水準達成率 ３８．７％ ４４％

（約５０％）

一般型誘導居住水準達成率 ５４．５％ ６０％

（約６５％）

１ 平成１１年度の取組

（１）平成１１年度の取組概要とその成果

(a)良好な住宅・宅地の供給、(b)公的な賃貸住宅の供給、および(c)多様な住ま
いづくりの促進のために、各事務事業に取り組んだ。

特に、(b)の公的な賃貸住宅を供給するために、公営住宅に対する取組として、
市町村が行う公営住宅、改良住宅等の供給（建設等と管理）に対して支援を行うと
ともに、今後の県営住宅建て替えに向けての事前調査を中心とした県営住宅再生整
備調査事業を行った。さらに、特定優良賃貸住宅の供給を促し、供給計画の認定を
行った。 また、(c)の多様な住まいづくりを促進するために、県民の住意識等につ
いての調査結果の分析などの住宅政策上の基礎資料の作成と、市町村が住宅マスタ
ープランの策定等を行うことについて支援をした。

（２）平成１１年度の取組に対する問題点

県営住宅再生整備調査は、県営住宅の建て替えの整備方針及び手法についての
方向性を示したが、さらに具体的な取り組みについての検討が必要である。

特定優良賃貸住宅については、経営者募集を行ったところ、多数の応募があっ
たが、財政的な制約から民間事業者からの応募申込みに応じた認定ができなかっ
た。

２ 平成１２年度の取組と成果見込み

引き続き１１年度と同様の取り組みを進めながら、次の取り組みを行う予定であ
る。

まず、①公的な賃貸住宅の供給を図るため、公営住宅等建設事業において公営住
宅ストックの総合的な活用計画（県営住宅再生整備推進計画を含む ）を策定すると。
ともに、公営住宅管理上の諸問題についてベンチマーキングを行い、新たな県営住
宅経営指針を検討する また ②中堅ファミリー向け賃貸住宅の供給を促すため。 、 、
特定優良賃貸住宅（６５戸程度）の認定を行う。 さらに、③高齢者向け優良賃貸



住宅の供給を促すため、新たに県制度を設け、民間事業者の供給計画の作成に補助
金を交付する。

３ 平成１３年度以降に向けての取組方向

本年度策定する「新たな三重県住宅マスタープラン」において、住宅施策全体の
取組方針を明らかにしながら、今後の住宅施策の展開方向を 「県全体の居住水準、
を向上させる」施策と 「多様な住まいづくりを図る」施策とに整理していく予定、
である。

このうち 「県全体の居住水準を向上させる」施策の展開方向についての現段階、
の案として、住宅宅地審議会答申（平成１２年６月２１日）に示されている市場重
視・ストック重視の視点と、広く住宅市場全体を施策対象としてとらえる考え方か
ら、次の方向を考えている。

(ｱ) 民間住宅市場の条件整備を行うために、調査・情報提供・助言等を行う。

(ｲ) 民間を誘導するための施策として、特定優良賃貸住宅、高齢者向け優良賃貸住
宅等の事業を実施する。

(ｳ) 民間住宅市場では敬遠されるような低所得の住宅に困窮する者に対しては、市
町村と調整しつつ、県内の住宅に対する需要・供給面からみた公営住宅の必要性
について整理のうえ、今後の公営住宅供給のあり方と県の支援・供給方法を検討
し、必要な取り組みを進める。

一方 「多様な住まいづくりを図る」施策の展開方向については、県内の地域特、
性を踏まえ、地域づくり、まちづくりと連携した住宅・住宅地の供給及び住民一人
ひとりのライフスタイルに応じた住宅・住宅地の供給などについて、三重県住宅マ
スタープランの策定過程で把握する幅広い意見を基に、具体的な施策の展開を図り
たい。


